
【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成22年12月21日

【中間会計期間】 第67期中（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

【会社名】 株式会社駿河屋

【英訳名】 SURUGAYA COMPANY LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　池田　公平

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市駿河町12番地

【電話番号】 073－422－1151（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長　　宮野　之雄

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市駿河町12番地

【電話番号】 073－422－1151（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長　　宮野　之雄

【縦覧に供する場所】 株式会社駿河屋大阪支社

（大阪市天王寺区真田山町２番９号）

株式会社駿河屋京都支店

（京都市伏見区京町３丁目190番地）

　

EDINET提出書類

株式会社駿河屋(E00379)

半期報告書

 1/39



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第65期中 第66期中 第67期中 第65期 第66期

会計期間

自　平成20年
４月１日

至　平成20年
９月30日

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

売上高 （千円） 1,148,2741,034,314960,8032,126,3271,926,376

経常利益又は経常損失

（△）　
（千円） 23,669 2,366 △1,987 △3,419 △44,276

中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）　
（千円） 15,554 26,764 △7,476 9,632 27,079

持分法を適用した

場合の投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 1,103,4001,103,4001,103,4001,103,4001,103,400

発行済株式総数 （千株） 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

純資産額 （千円） 311,329 331,772 323,893 305,146 331,497

総資産額 （千円） 1,378,1161,334,2181,254,3021,328,6731,300,022

１株当たり純資産額 （円） 15.63 16.66 16.27 15.32 16.65

１株当たり中間（当

期）純利益金額又は中

間純損失金額（△)

（円） 0.78 1.34 △0.38 0.48 1.36

潜在株式調整後

１株当たり中間

（当期）純利益金額

（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 22.6 24.9 25.8 23.0 25.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 9,787 59,494 △829 12,823 44,265

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △17,755 △7,076 △3,564 △19,507 △8,653

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △15,035 △15,018 △15,009 △30,060 △30,018

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（千円） 147,538 171,197 119,989 133,798 139,391

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]
（人）

138

[132]

131

[115]

128

[107]

134

[121]

131

[110]

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので「連結経営指標等」については、記載しておりません。

３　当社は関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については、記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第67期中は１株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、第65期中、第65期、第66期中及び第66期は、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

　

４【従業員の状況】

 

(1）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人）  128　（107）

  （注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は臨時雇用者数の当中間会計期間の平均雇用人員であります。

(2）労働組合の状況

　当社の労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、米国及び欧州経済の先行き不透明感と急激な円高ドル安により企業業績

の本格回復は、期待できない状況であります。エコポイント・エコカー補助金などの政策効果により一部持ち直し

感はあるものの、依然として雇用情勢は改善されず、個人消費は低迷が続くものと思われます。

　菓子業界におきましては、デフレ状態が続く国内消費状況の中、百貨店及び量販店におきましては、法人需要の減

少と贈答品価格の低減の流れが浸透し、当面、市場の活性化は望めない状況であります。消費者の低価格志向の定着

化や主要原材料である砂糖・小麦粉等の価格上昇など経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。

　このような経済状況のもとで、当社は売上の確保と経費の徹底した削減を最大の課題と捉え、自家需要及び軽ギフ

ト商品の開発に取り組むとともに、ホームページをリニューアルし通販部門の拡大を図りました。生産面におきま

しては、商品の絞込みを実施し、生産計画の精緻化と歩留まりの向上を図りました。同時に製造組織を簡素化し、製

造及び物流部門の合理化を実施致しました。

　しかしながら、これらの取り組みにもかかわらず、当中間会計期間の売上高は、７月前半の豪雨や続く猛暑等気候

変動により来店客数が減少した結果、直営店部門におきましては、前年同期より19百万円減少し、397百万円（前年

同期比95.3％）となりました。

　百貨店部門におきましては、前年同期より22百万円減少し、292百万円（前年同期比93.0％）となりました。

　スーパー部門におきましては、前年同期より16百万円減少し、170百万円（前年同期比91.3％）となりました。

　喫茶部門におきましては、前年同期より５百万円減少し、25百万円（前年同期比82.8％）となりました。

　その他部門におきましては、前年同期より10百万円減少し、75百万円（前年同期比88.0％）となりました。

　これらにより、当中間会計期間の全社売上高は、前中間会計期間より73百万円減少し960百万円（前年同期比

92.9％）となりました。

　また、当中間会計期間の損益面におきましては、売上原価は556百万円（前中間会計期間は606百万円）と減少した

ものの、売上高が低下したことにより、売上総利益を押し下げました。販売費及び一般管理費においては、前中間期

と比較して19百万円改善され401百万円となったものの、当中間会計期間の営業利益は２百万円（前年同期比

67.9％減）となりました。経常損失は１百万円（前中間会計期間は経常利益２百万円）、当中間会計期間の純損失

は７百万円（前中間会計期間は純利益26百万円）となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況

  当中間会計期間における現金及び現金同等物は、和解金の入金による収入の増加がありましたが、税引前中間純

損失２百万円を計上したため前中間会計期間より減少、たな卸資産が増加、未払金が減少したことなどにより、前中

間会計期間末に比べ51百万円減少し、119百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、０百万円の減少（前年同期比60百万円の収入の

減少）となりました。これは主に、減価償却費10百万円や未収入金の減少29百万円の計上による資金の増加があり

ましたが、税引前中間純損失２百万円を計上したこと、たな卸資産の増加13百万円、未払金の減少13百万円、長期未

払金の減少13百万円による資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、３百万円の減少（前年同期比３百万円の支出の

減少）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が２百万円があったことなどによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、15百万円の減少（前年同期比０百万円の支出の

減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出15百万円によるものであります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

製品別
当中間会計期間

（平成22年４月１日～平成22年９月30日）
金額（千円） 前年同期比（％）

羊羹 66,410 108.4

缶詰 60,189 81.9

饅頭 143,773 97.1

煎餅 22,482 106.1

その他 68,266 87.5

計 361,122 94.5

　（注）１　金額算出の基準は各期の製造原価によっております。

２　その他は羊羹、缶詰、饅頭等の詰合せに使用された容器類等を含んでおります。

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

品別
当中間会計期間

（平成22年４月１日～平成22年９月30日）
金額（千円） 前年同期比（％）

饅頭 65,348 77.9

煎餅 45,467 101.5

缶詰 30,130 92.8

その他 64,667 103.7

計 205,613 92.0

　（注）１　生産実績に含まれない仕入商品であります。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当社の製品は需要周期が安定しており、一部製品を除いて見込生産によっております。
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(4）販売実績

①　販売経路

　主たる販売先は当社直営店並びに全国の有名百貨店、小売店に対する直販経路によります。

②　販売実績

販売先別
当中間会計期間

（平成22年４月１日～平成22年９月30日）
金額（千円） 前年同期比（％）

直営店 397,385 95.3

百貨店 292,173 93.0

スーパー 170,996 91.3

喫茶部門 25,033 82.8

その他 75,213 88.0

計 960,803 92.9

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績に対する割合が
10

を超える相手先はありません。
100
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３【対処すべき課題】

  　　当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題は　　

　　ありません。

　

４【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等の

リスクについての重要な変更はありません。 

　

５【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

６【研究開発活動】

  当社は『菓子を通じて、感動と和みのある心豊かな生活シーンを提案する』という企業理念に基づき、伝統とモダ

ンをキーワードに研究開発活動に取り組んでおり、消費者ニーズを的確に捉えながら顧客満足の最大化を目指してお

ります。また、食の安全・安心とコンプライアンス厳守を最優先課題としております。

  なお、当中間会計期間における研究開発費は14百万円であります。

研究開発活動を示すと次のとおりであります。

① 製造関連部門

  食品業界では口蹄疫の発生や食品の不適正表示事件等の続発により、消費者の食に対する意識は高まっておりま

す。農場から食卓まで安全・安心な商品を提供できるよう品質管理を徹底し、研究開発活動に取り組んでおります。

  なお、当中間会計期間における研究開発費は７百万円であります。

② 商品関連部門

  焼菓子である季節ブッセ（４種類）や袋小物（５種類）をバリエーション化し、自家需要及び軽ギフト商品の売上

拡大を図りました。また、若い女性層をターゲットとしたスイートポテト（種子島産安納芋使用）を開発しました。

  当中間会計期間における研究開発費は６百万円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

 

　（１）重要な会計方針及び見積り

　　　　当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま　　　す。

　　　また、当該財務諸表で採用する重要な会計方針等につきましては第５「経理の状況」中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項に記載しております。

　　　　当社は、特に以下の重要な会計方針及び見積りの判断が財政状態及び経営成績に対して重要な影響を及ぼすものと考

えております。

　

　　　　［たな卸資産の評価基準及び評価方法］

　　　　　当社のたな卸資産の評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算　　　　

　定）によっており、評価方法は原則として、製品については総平均法を、商品、原材料、仕掛品、貯蔵品について

は月別移動平均法を採用しております。

　　　　　また、当社は食品製造販売業であり、賞味期限管理を重視しており、賞味期限の到来が近づけば適時処分している

ため、在庫で評価減を要するものは存在しないと認識しております。

　

　（２）当中間期会計期間の経営成績の分析

　

　　　①　概要

　　　　　当中間会計期間の経営成績は、売上高960百万円（前中間期売上高1,034百万円）、売上総利益404百万円（前中間

期売上総利益428百万円）、営業利益２百万円（前中間期営業利益７百万円）、経常損失１百万円（前中間期経

常利益２百万円）、中間純損失７百万円（前中間純利益26百万円）であります。

　　　②　売上高

　　　　　売上高は、前中間期に比べて73百万円減少し、960百万円となりました。

　　　③　売上総利益

　　　　　売上原価は、前中間期に比べて原価率が0.7％改善され49百万円減少し、556百万円となったものの、売上高が、前中

間期比92.9％と大きく減少したため、売上総利益は、前中間期に比べて24百万円減少し、404百万円（前中間期

売上総利益428百万円）となりました。

　　　④　営業利益

　　　　　販売費及び一般管理費は、コスト削減を実施したことにより前中間期に比べて19百万円減少し、401百万円となっ

たものの、営業利益は、前中間期に比べて５百万円減少し、２百万円（前中間期営業利益７百万円）となりまし

た。

　　　⑤　経常損益

　　　　　営業外収益が１百万円、営業外費用は６百万円（内、支払利息６百万円）となり、経常損益は、前中間期に比べて４

百万円悪化し、経常損失１百万円（前中間期経常利益２百万円）となりました。

　　　⑥　中間純損益

　　　　　中間純損益は、前中間期に比べて34百万円悪化し、中間純損失７百万円（前中間純利益26百万円）となりました。
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　（３）当中間会計期間の財政状態の分析

　

　　　①　資産・負債及び純資産の状況

　　　　　総資産は、前中間期末に比べ79百万円（5.9％減）減少し、1,254百万円となりました。

　　　　　これは主に、売上高の減少に伴い現金及び預金が51百万円、売上債権が７百万円減少したこと、たな卸資産が２百

万円増加したこと、未収入金が２百万円減少したこと、減価償却の計上などにより有形固定資産15百万円が減

少したこと等によるものであります。

　　　　　負債の部は、前中間期末に比べ72百万円（7.2％減）減少し、930百万円となりました。

　　　　　これは主に、仕入債務が17百万円減少したこと、長期借入金30百万円を返済したこと、長期未払金22百万円を支払

したこと等によるものであります。

　　　　　純資産の部は、前中間期末に比べ７百万円（2.4％減）減少し、323百万円となりました。

　　　　　これは主に、中間純損失７百万円によるものです。　

　　　②　当中間期のキャッシュ・フローの状況

　　　　　「１　業績等の概要（２）キャッシュ・フローの状況」に記載した項目をご参照下さい。　

　　　　　　

　（４）経営戦略の現状と見通し

　　　　当社は、経費の見直しを実施することで財務内容の改善を行い、経常利益率の向上を図っております。また、製造部門

の合理化・効率化を更に推し進め、販売部門の強化を図っています。売上確保のため新規販路の開拓及び販売促進

の強化に注力しております。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

　　 新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。

 

（2）重要な設備の除却等

　　 新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年12月21日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,000,000 20,000,000

当社株式は非上場につ

き該当事項はありませ

ん。

単元株式数は1,000株
であります。

計 20,000,000 20,000,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年４月１日～

平成22年９月30日
－ 20,000,000 － 1,103,400 － 699,737
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（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

飯倉ホールディングス株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３－１ 1,600 8.00

岡本　文之助 堺市西区 603 3.01

株式会社三和 和歌山県有田市新堂271 600 3.00

ゴールドマンサックスアンドカ

ンパニーレギュラーアカウント

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

８５ Ｂｒｏａｄ　Ｓｔｒｅｅｔ Ｎｅｗ

　Ｙｏｒｋ，ＮＹ　１０００４　Ｕｎｉｔｅ

ｄ　Ｓｔａｔｅｓ

（東京都港区六本木６丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー）

595 2.97

石井産業株式会社 和歌山県和歌山市湊1116 457 2.28

池田　公平 和歌山県和歌山市 419 2.09

岡本　公一 大阪府吹田市 367 1.83

駿河屋共栄持株会 和歌山県和歌山市駿河町12番地 358 1.79

岡本　良晴 京都市伏見区 350 1.75

近藤　隆宣　 和歌山県和歌山市 350 1.75

計 － 5,700 28.50

　（注）１. 駿河屋共栄持株会は、当社と継続的取引関係にある仕入先企業等を対象とした持株会であります。　

 　　　 ２. 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が2,375千株あります。　

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

 普通株式　　  89,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　19,679,000 19,679 －

単元未満株式 普通株式 　　232,000 － －

発行済株式総数 20,000,000 － －

総株主の議決権 － 19,679 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,375,000株含まれております。

　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2,375個が含まれております。　　　
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②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社駿河屋

和歌山県和歌山市

駿河町12番地
89,000 － 89,000 0.44

計 － 89,000 － 89,000 0.44

　

２【株価の推移】

　当社株式は、非上場株式であるため、記載事項はありません。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　　役職の異動　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 総務部長 取締役 本店営業部長 近藤　隆宜 平成22年７月20日
取締役 経理部長 取締役 ＭＤ部長 宮野　之雄 平成22年７月20日

取締役 販売促進部長　 取締役
管理部長兼　　　経営
企画室長　

丸山　佳之　 平成22年７月20日
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第５【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月

30日まで）の中間財務諸表については、公認会計士玉置栄一氏、公認会計士向井泰彦氏により中間監査を受け、また、

当中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の中間財務諸表については、公認会計士檀上秀逸

氏、公認会計士林紀美代氏により中間監査を受けております。

　なお、当社の監査人は、次のとおり異動しております。

　　前中間会計期間　公認会計士玉置栄一氏・公認会計士向井泰彦氏

　　当中間会計期間　公認会計士檀上秀逸氏・公認会計士林紀美代氏　　

３　中間連結財務諸表について

　当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前中間会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 174,697 123,489 142,891

受取手形 8,237 5,397 4,814

売掛金 116,456 111,786 113,317

たな卸資産 112,226 114,920 101,349

短期貸付金 240 － 120

未収入金 3,002 612 30,544

その他 5,437 6,225 7,719

貸倒引当金 △1,250 △1,250 △1,250

流動資産合計 419,048 361,181 399,507

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 150,283

※2
 140,890

※2
 145,450

機械及び装置（純額） 51,131 48,587 49,683

土地 ※2
 612,022

※2
 612,022

※2
 612,022

その他（純額） 41,473 37,751 38,304

有形固定資産合計 ※1
 854,911

※1
 839,252

※1
 845,461

無形固定資産 5,582 5,168 5,339

投資その他の資産

投資有価証券 4,672 3,813 4,380

その他 50,003 44,886 45,333

投資その他の資産合計 54,675 48,699 49,714

固定資産合計 915,169 893,120 900,514

資産合計 1,334,218 1,254,302 1,300,022

負債の部

流動負債

支払手形 43,105 34,176 26,237

買掛金 72,055 63,132 62,914

短期借入金 ※2
 154,000

※2
 154,000

※2
 154,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 30,000

※2
 30,000

※2
 30,000

未払法人税等 7,822 7,608 12,308

未払消費税等 ※3
 9,525

※3
 8,550

※3
 6,193

その他 52,232 51,326 66,700

流動負債合計 368,742 348,793 358,355

固定負債

長期借入金 ※2
 285,000

※2
 255,000

※2
 270,000

長期未払金 348,703 326,615 340,169

固定負債合計 633,703 581,615 610,169

負債合計 1,002,445 930,408 968,524
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(単位：千円)

前中間会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,103,400 1,103,400 1,103,400

資本剰余金

資本準備金 699,737 699,737 699,737

資本剰余金合計 699,737 699,737 699,737

利益剰余金

利益準備金 6,162 6,162 6,162

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,471,762 △1,478,923 △1,471,447

利益剰余金合計 △1,465,600 △1,472,761 △1,465,285

自己株式 △4,626 △4,635 △4,626

株主資本合計 332,911 325,740 333,226

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,138 △1,846 △1,728

評価・換算差額等合計 △1,138 △1,846 △1,728

純資産合計 331,772 323,893 331,497

負債純資産合計 1,334,218 1,254,302 1,300,022
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②【中間損益計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度の要約
損益計算書

(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 1,034,314 960,803 1,926,376

売上原価 606,200 556,792 1,136,548

売上総利益 428,114 404,010 789,827

販売費及び一般管理費 420,712 401,636 824,167

営業利益又は営業損失（△） 7,401 2,374 △34,339

営業外収益 ※1
 2,175

※1
 1,702

※1
 4,343

営業外費用 ※2
 7,211

※2
 6,064

※2
 14,281

経常利益又は経常損失（△） 2,366 △1,987 △44,276

特別利益 ※3
 29,053 － ※3

 83,053

特別損失 ※4
 89

※4
 923

※4
 2,565

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 31,330 △2,911 36,210

法人税、住民税及び事業税 4,565 4,565 9,131

法人税等調整額 － － －

法人税等合計 4,565 4,565 9,131

中間純利益又は中間純損失（△） 26,764 △7,476 27,079
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,103,400 1,103,400 1,103,400

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 1,103,400 1,103,400 1,103,400

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 699,737 699,737 699,737

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 699,737 699,737 699,737

資本剰余金合計

前期末残高 699,737 699,737 699,737

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 699,737 699,737 699,737

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 6,162 6,162 6,162

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 6,162 6,162 6,162

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,498,527 △1,471,447 △1,498,527

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 26,764 △7,476 27,079

当中間期変動額合計 26,764 △7,476 27,079

当中間期末残高 △1,471,762 △1,478,923 △1,471,447

利益剰余金合計

前期末残高 △1,492,364 △1,465,285 △1,492,364

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 26,764 △7,476 27,079

当中間期変動額合計 26,764 △7,476 27,079

当中間期末残高 △1,465,600 △1,472,761 △1,465,285

自己株式

前期末残高 △4,607 △4,626 △4,607

当中間期変動額

自己株式の取得 △18 △9 △18
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(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当中間期変動額合計 △18 △9 △18

当中間期末残高 △4,626 △4,635 △4,626

株主資本合計

前期末残高 306,165 333,226 306,165

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 26,764 △7,476 27,079

自己株式の取得 △18 △9 △18

当中間期変動額合計 26,746 △7,485 27,061

当中間期末残高 332,911 325,740 333,226

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △1,018 △1,728 △1,018

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △120 △118 △709

当中間期変動額合計 △120 △118 △709

当中間期末残高 △1,138 △1,846 △1,728

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,018 △1,728 △1,018

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △120 △118 △709

当中間期変動額合計 △120 △118 △709

当中間期末残高 △1,138 △1,846 △1,728

純資産合計

前期末残高 305,146 331,497 305,146

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 26,764 △7,476 27,079

自己株式の取得 △18 △9 △18

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △120 △118 △709

当中間期変動額合計 26,626 △7,604 26,351

当中間期末残高 331,772 323,893 331,497
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 31,330 △2,911 36,210

減価償却費 11,979 10,035 24,094

貸倒引当金の増減額（△は減少） △162 － △162

受取利息及び受取配当金 △59 △59 △70

支払利息 6,511 6,064 12,759

有形固定資産廃棄損 89 175 731

たな卸資産処分損 699 － 1,176

売上債権の増減額（△は増加） 2,059 948 8,620

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,674 △13,571 14,073

仕入債務の増減額（△は減少） 19,427 8,155 △6,580

未収入金の増減額（△は増加） 19,957 29,932 △7,583

未払金の増減額（△は減少） △8,470 △13,503 5,727

長期未払金の増減額（△は減少） △12,186 △13,554 △20,720

その他 1,106 2,611 △1,336

小計 75,958 14,323 66,941

利息及び配当金の受取額 59 59 70

利息の支払額 △6,537 △6,080 △12,759

法人税等の支払額 △9,986 △9,131 △9,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,494 △829 44,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,673 △2,649 △3,167

投資有価証券の取得による支出 △299 △300 △598

定期預金の預入による支出 △3,500 － △3,500

貸付金の回収による収入 120 120 240

その他 △1,723 △734 △1,628

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,076 △3,564 △8,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △15,000 △15,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △18 △9 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,018 △15,009 △30,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,399 △19,402 5,592

現金及び現金同等物の期首残高 133,798 139,391 133,798

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 171,197

※1
 119,989

※1
 139,391
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　項目
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１　資産の評価基準及び

評価方法

 

（1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却

原価は総平均法により

算定しております。）

（1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

（1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は総平均法により算定

しております。）

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 （2）たな卸資産

製品　

総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により

算定）を採用しており

ます。

（2）たな卸資産

製品　

　　　同左

（2）たな卸資産

製品　

　　　同左

 商品、原材料、仕掛品、貯

蔵品　

月別移動平均法による

原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法

により算定）を採用し

ております。

商品、原材料、仕掛品、貯

蔵品　

　　　同左

商品、原材料、仕掛品、貯

蔵品　

　　　同左
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　項目
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

２　固定資産の減価償却

の方法

 

（1）有形固定資産（リース

資産を除く）

定率法

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（付属設備を除く）に

ついては、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

（1）有形固定資産（リース

資産を除く）

　　　同左

 

（1）有形固定資産（リース

資産を除く）

　　　同左

 

　 建物及び

構築物
８～50年

機械装置及び工

具器具備品
２～15年

 

 
 

  

　

　
　

　 　

 （2）無形固定資産（リース

資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

（５年）に基づいてお

ります。

（2）無形固定資産（リース

資産を除く）

同左

（2）無形固定資産（リース

資産を除く）

同左

　

 （3）リース資産

定額法

リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とす

る定額法を採用してお

ります。

なお、リース物件の所有

権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、

リース取引開始日が平

成20年３月31日以前の

リース取引については、

通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処

理によっております。　

（3）リース資産

　　　同左

　

（3）リース資産

　　　　　同左　

 （4）長期前払費用

定額法

（4）長期前払費用

同左

（4）長期前払費用

同左
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　項目
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

３　引当金の計上基準 　　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権に

ついては、貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等に

ついては、財務内容評価

法等により、回収可能性

を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

　　貸倒引当金

 同左

　　貸倒引当金

同左

４　重要なリース取引の

処理方法

リース取引に関する会計

基準の改正適用初年度開

始前に取得した所有権移

転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっ

ております。

　　　　　　 ― ―

５　中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算

書）における資金の

範囲

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値

の変動について、僅少な

リスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 同左

６　その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

―――――― （資産除去債務に関する会計基準の適

用）

　当中間会計期間より、「資産除去債務

に関する会計基準」（企業会計基準第

18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号平

成20年３月31日）を適用しておりま

す。

　これにより、当中間会計期間におい

て、営業利益、経常損失及び税引前中間

純損失に与える影響はありません。　

――――――

　

【表示方法の変更】

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」は、重要性が増したため、

区分記載しました。なお、前中間会計期間の「未収入金」は

399千円であります。

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　前中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「未収入金の増減額（△は増加）」は「その他」に

含めて表示しておりましたが、重要性が増したため区分記

載しております。

　なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「未収

入金の増減額（△は増加）」は597千円であります。

――――――
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

区分
前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

   

建物 486,262 495,656 491,095

機械及び装置 789,552 792,096 791,000

その他 207,974 205,693 203,261

計 1,483,788 1,493,446 1,485,357

※２　担保資産及び担保付債

務

イ　担保差入資産 イ　担保差入資産 イ　担保差入資産

 建物 105,574

土地 612,022

計 717,597

建物 97,618

土地 607,732

計 705,350

建物 102,249

土地 612,022

計 714,272

 ロ　債務の内容 ロ　債務の内容 ロ　債務の内容

 短期借入金 154,000

一年内返済予定の

長期借入金
30,000

長期借入金 285,000

未払リース債務 2,671

計 471,671

短期借入金 154,000

一年内返済予定の

長期借入金
30,000

長期借入金 255,000

　     

計 439,000

短期借入金 154,000

一年内返済予定の

長期借入金
30,000

長期借入金 270,000

未払リース債務 667

計 454,667

※３　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、未払消費税等として表示

しております。

同左 ─────

　

（中間損益計算書関係）

区分

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

※１　営業外収益のうち主なもの    

受取利息 21 8 32

受取配当金 37 50 37

受取講習会収入 964 895 1,820

※２　営業外費用のうち主なもの    

支払利息 6,511 6,064 12,759

たな卸資産処分損 699 － 1,176

※３　特別利益のうち主なもの    

受取和解金 300 － 54,300

過年度損益修正益　 28,753　 －　 28,753　

※４　特別損失のうち主なもの    

建物の廃棄損 44 － 44

構築物の廃棄損 － － 252

機械及び装置の廃棄損 45 － 45

工具器具備品の廃棄損 － 175 390

投資有価証券評価損失 － 748 －

閉店損失 － － 1,834

　５　減価償却実施額    

有形固定資産 10,194 8,683 20,497

無形固定資産 243 170 486
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成21年4月1日　至　平成21年9月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 20,000,000 － － 20,000,000

合計 20,000,000 － － 20,000,000

自己株式     

普通株式 88,124 1,038 － 89,162

合計 88,124 1,038 － 89,162

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,038株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。

 

３.　配当に関する事項

　　 該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 20,000,000 － － 20,000,000

合計 20,000,000 － － 20,000,000

自己株式     

普通株式 89,162 500 － 89,662

合計 89,162 500 － 89,662

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。

 

３.　配当に関する事項

　　 該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 20,000,000 － － 20,000,000

合計 20,000,000 － － 20,000,000

自己株式     

普通株式 88,124 1,038 － 89,162

合計 88,124 1,038 － 89,162

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,038株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。

 

３.　配当に関する事項

　　 該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

 （単位：千円）

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 174,697

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△3,500

現金及び現金同等物 171,197

現金及び預金勘定 123,489

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△3,500

現金及び現金同等物 119,989

現金及び預金勘定 142,891

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△3,500

現金及び現金同等物 139,391

　

（リース取引関係）

 （単位：千円）

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

　　リース取引開始日がリース会計基準適用初

年度前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を引続き採用してお

ります。

　該当するものについては以下のとおりで

す。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

　　リース取引開始日がリース会計基準適用初

年度前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を引続き採用してお

ります。

　該当するものについては以下のとおりで

す。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

　リース取引開始日がリース会計基準適用初年
度前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を引続き採用しており

ます。

　該当するものについては以下のとおりで

す。

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価
額相当
額

減価償
却累計
額相当
額

中間期
末残高
相当額

工具・器具・
備品

7,6455,4782,166

ソフトウエア 9,3546,7042,650
 合計 17,00012,1824,817

 
取得価
額相当
額

減価償
却累計
額相当
額

中間期
末残高
相当額

工具・器具・
備品

7,6457,007 637

ソフトウエア 9,3548,574 779
 合計 17,00015,5821,417

 
取得価
額相当
額

減価償却
累計額相
当額

期末残
高相当
額

工具・器具・
備品

7,6456,2431,402

ソフトウエア 9,3547,6391,715
合計 17,00013,8823,117

（２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,650

１年超 1,570

合計 5,221

１年以内 1,570

１年超 －

合計 1,570

１年以内 3,417

１年超 －

合計 3,417

（３）当中間期の支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

（３）当中間期の支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

（３）当期の支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 1,908

減価償却費相当額 1,699

支払利息相当額 144

支払リース料 1,908

減価償却費相当額 1,699

支払利息相当額 61

支払リース料 3,816

減価償却費相当額 3,399

支払利息相当額 248

（４）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については利息法によっており

ます。

（５）利息相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

同左

 (減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

 (減損損失について）

同左 

 (減損損失について）

同左 
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（金融商品関係）

当中間会計期間末（平成22年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　平成22年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２.参照）

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 123,489 123,489　 －
(2）受取手形 5,397　 5,397　 －
(3）売掛金 111,786　 111,786　 －
(4）投資有価証券 3,812　 3,812　 －　

　資産計 244,484　 244,484　 －　

(1）支払手形 34,176　 34,176　 －
(2）買掛金 63,132　 63,132　 －　
(3）短期借入金 154,000　 154,000　 －
(4）1年内返済予定の長期借入金　 30,000　 30,105　 105　
(5）長期借入金　 255,000　 260,199　 5,199　

　負債計 536,308　 541,613　 5,304　

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(4）投資有価証券

　この時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につい

ては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

　

負　債

(1）支払手形、(2）買掛金、（3）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(4）1年内返済予定の長期借入金、(5）長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。

デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。なお、当中間会計期間においてデリバティブ取引に関す

る事項はありません。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
 

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券（非上場株式） 1

長期未払金　 326,615　

上記につきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表には含めて

おりません。

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
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前事業年度末（平成22年３月31日）

金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 142,891 142,891 －
(2）受取手形 4,814 4,814 －
(3）売掛金 113,317 113,317 －
(4）投資有価証券 3,630　 3,630　 －　

　資産計 264,654　 264,654　 －　

(1）支払手形 26,237 26,237　 －
(2）買掛金 62,914 62,914　 －　
(3）短期借入金 154,000 154,000　 －
(4）1年内返済予定の長期借入金　 30,000　 29,962　 △37　
(5）長期借入金　 270,000　 267,980 △2,019　

　負債計 543,152　 541,095　 △2,057　

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(4）投資有価証券

　この時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につい

ては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

　

負　債

(1）支払手形、(2）買掛金、（3）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(4）1年内返済予定の長期借入金、(5）長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。

デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。なお、当事業年度においてデリバティブ取引に関する事

項はありません。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
 

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 750

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投資有

価証券」には含めておりません。

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
 
（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。　　
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成21年９月30日）

１　時価のある有価証券

 （単位：千円）

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額

その他有価証券             

(1）株式 5,060 3,922 △1,138

(2）その他 － － －

計 5,060 3,922 △1,138

　（注）　減損処理の該当はありません。なお、下落率が30％～50％の株式の減損処理にあっては、個別銘柄毎に、当中間会

計期間における最高値・最安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行

体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合

的に判断しております。

２　時価評価されていない主な有価証券

 （単位：千円）

区分 中間貸借対照表計上額

その他有価証券     

非上場株式 750

　

当中間会計期間末（平成22年９月30日）

  その他有価証券

 種類

　
中間貸借対照表計
 上額

（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

中間貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株式 － － －

小計 － － －

中間貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株式 3,812 5,659 △1,846

小計 3,812 5,659 △1,846

合計 3,812 5,659 △1,846

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　１千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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前事業年度末（平成22年３月31日）

  その他有価証券

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

株式 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

株式 3,630 5,359 △1,728

小計 3,630 5,359 △1,728

合計 3,630 5,359 △1,728

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　750千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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（デリバティブ取引関係）

 　　　　前中間会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　 　　　　当中間会計期間において、デリバティブ取引はありません。

 　　　　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　 　　　　当中間会計期間において、デリバティブ取引はありません。

 　　　　前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　 　　　　当事業年度において、デリバティブ取引はありません。

　

（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　該当事項はありません。 　同左 　同左

　（注）　当社は関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資損益については、記載しておりません。

　

（ストック・オプション等関係）

 　　　　前中間会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　 　　　　該当事項はありません。

 　　　　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　 　　　　該当事項はありません。

 　　　　前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　 　　　　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　　　　 当中間会計期間末（平成22年９月30日）

　　　　　 該当事項はありません。

　

（賃貸等不動産関係）

 　　　　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　 　　　　該当事項はありません。

 　　　　前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　 　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

当社は、羊羹類、饅頭類、缶詰類、煎餅類等各種和洋菓子の製造と販売ならびにレストラン経営を主な事業

とする単一セグメントであるため、セグメント情報については、記載を省略しております。　

　

【関連情報】

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

１.　製品及びサービスごとの情報　

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、　

　記載を省略しております。

　

２.　地域ごとの情報　

（１）売上高　

本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

　

３.　主要な顧客ごとの情報

売上高の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。　　　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。　　　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

　該当事項はありません。　

　　

（追加情報）　

　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。　
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 16.66円

１株当たり中間純利益金

額
1.34円

１株当たり純資産額 16.27円

１株当たり中間純損失金

額
0.38円

１株当たり純資産額  16.65円

１株当たり当期純利益金

額
1.36円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、１株当たり中

間純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自平成21年４月１日
至平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自平成22年４月１日
至平成22年９月30日）

前事業年度
（自平成21年４月１日
至平成22年３月31日）

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
26,764 △7,476 27,079

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）（千円）
26,764 △7,476 27,079

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,911 19,910 19,911

　

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

―――――― ―――――― ――――――

　

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

（1）　臨時報告書　 　 　  
平成22年６月15日

近畿財務局長に提出。　

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号

の４（監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。　

　

（2）
有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

（第66期）

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日
 
平成22年６月29日

近畿財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成21年12月17日

株式会社駿河屋  

 取締役会　御中  

 　　玉置公認会計士事務所 

 
 

 
 公認会計士 玉置　栄一　　㊞

 　　向井公認会計士事務所 

 
 

 
 公認会計士 向井　泰彦　　㊞

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社駿河屋の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（平成21年４月１日から平成

21年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表には全

体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

　

　私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式

会社駿河屋の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　※　１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成22年12月17日

株式会社駿河屋  

 取締役会　御中  

 　　公認会計士檀上秀逸事務所 

 
 

 
 公認会計士 檀上　秀逸　　㊞

 　　林　紀美代公認会計士事務所 

 
 

 
 公認会計士 林　紀美代　　㊞

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社駿河屋の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（平成22年４月１日から平成

22年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表には全

体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

　

　私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式

会社駿河屋の平成22年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　※　１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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